
第三者行為（交通事故等）で介護サービスを受ける時は
市区町村へ届出が必要となりました
○　介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
○　ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
○　市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成２８年４月１日から、介護保険の第１号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
○　交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、お住まいの市区町村の介護保険部局の窓口へ届出をお願いします。
「第三者行為による傷病届」・「同意書」の記入にあたって

○「第三者行為による傷病届」って？

第１号被保険者（６５歳以上の方）が、交通事故など第三者（本人以外の加害者）の行為が原因で介護が必要となった場合、または状態が悪化した場合でも、介護保険のサービスが利用できます。
その場合、介護サービスにかかる費用は第三者が負担するのが原則で、市町村（介護保険）が第三者に代わって介護サービス費用の保険給付相当額を一時的に立て替え、後日、市町村から第三者に対して請求を行います。
そのため、第三者の行為によって介護が必要となった場合や状態が悪化した場合は、必ず市町村に届け出を行って下さい。
交通事故以外にも、けんかや他人の飼っている犬に咬まれた場合などが、第三者行為にあたります。

○「交通事故証明書」はどうやって取るの？

負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険（共済）への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。（交付手数料が１通につき６００円必要です）。

申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署､交番､駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄の郵便局で郵便振替にて申し込んでください（別途払込手数料が必要）。

なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、証明書の申請者が原本証明している場合は、写しでも結構です。


○記入上の注意

必要な箇所にできるだけ詳しく記入又は□にチェックしてください。

【第三者行為による傷病届】　
「届出者（被保険者名等）」欄
・介護保険証の記号番号を記入してください。

・被保険者の氏名等を記入してください。

「被害者（受診者）」の欄

・第三者行為によって負傷した被保険者について記入してください。
「加害者（第三者）」の欄

・「相手方（運転手）氏名」：負傷させられた相手方について記入してください。

・「雇用主（車の保有者）名称及び氏名」：相手方が業務上で事故を起こしている場合はその雇用主について、また、事故を起こした者と車の所有者が異なる場合はその所有者について記入してください。

「事故発生状況」の欄
・日時、場所などは交通事故証明書から転記してください。届け出に間に合わない場合は、記憶に基づきできるだけ正確に記入してください。
「自賠責保険（加害者）

・自賠責保険（共済）の契約会社名、登録番号（車両番号）、自賠責証明書番号は交通事故証明書から転記してください。届け出に間に合わない場合は、記憶に基づきできるだけ正確に記入してください。その他はわかる範囲で記入してください。
「任意保険（加害者）」の欄

・加害者（第三者）が任意保険（対人賠償保険）に加入しているか確認し、加入していれば「保険会社名」、「担当者名」、「連絡先電話番号」「保険契約者名」「住所」を記入してください。その他はわかる範囲で記入してください。

「被害者加入の保険会社の関与」の欄

・被害者（被保険者）が加入している保険会社がありましたら、「保険会社名」、「担当者名」、「連絡先電話番号」を記入してください。

「治療状況」の欄

・届出の時点で、被害者が受診した医療機関名と治療開始日（初診日）を記入してください。
・入院があった場合は「有」に、なかった場合（外来の場合）は「無」に○を付けてください。

*******************************************************************************

【事故発生状況報告書】　
「事故証明書番号」「自動車の登録番号」「加害者名」「被害者名」の欄
・交通事故証明書から転記してください。
・その他、事故時の天候、交通状況、道路状況等について、を当てはまるものに○を付けるか、記入してください。
「事故現場状況図」「事故発生の状況」の欄
・交通事故の場合、事故発生に至った状況を、見取図を書いてできるだけ詳しく説明してください。

交通事故以外の場合：どのようにして負傷したかを、状況説明欄に具体的に記入してください。
　・被害者の負傷の状況について、を当てはまるものに□に✓してください。
*******************************************************************************

【人身事故証明書入手不能理由書】　
交通事故証明書が入手できなかったり、「物件事故」扱いとなっている場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで「人身事故」として取扱いができるようになります。
「交通事故証明書を入手できない理由」の欄
・交通事故証明書を入手できなかった理由を記載してください。
「上記理由により交通事故証明書は取得できませんが事故の事実に相違ありません」の欄
・原則、加害者（相手）の方に署名してもらいます。どうしても署名してもらえなかった場合は、被害者の方が署名し、欄外（空いているところ）に、加害者の方に署名してもらえなかった理由を記載してください。
・本人自書による署名の場合は、押印不要となります。署名以外の場合は、押印が必要
　となります。
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